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平成 31年 3月 28日 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

「学校給食費に係る児童手当からの特別徴収」 

地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能とすることについて 

１．現在の検討状況 

（法制的な検討） 

 法制的な検討の結果、地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能とするこ

とは、不可能とまでは言えないと考える。

 ただし、強制徴収に携わる徴収職員に付与される財産調査のための質問検査権は、

債務者の財産と関わりを有する関係者に広く及ぶことが認められており、債務者

の給与債権の所在特定も容易であるなど、強力な権限の行使を認めるものである。

このため、地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能とすることについて

は、現行制度における学校給食費の未収の実状を踏まえつつ、その必要性や相当

性が十分に認められる場合に、認めることが適当と考える。

 また、提案団体（追加提案団体含む。以下同様。）における支障事例からは、学校

給食費の未納者に対する督促業務の負担が大きいことが伺えるが、地方自治法に

おいては、強制徴収を行う場合と裁判上の手続を行う場合について、事前に行う

督促の手続は共通に定められている。このため、督促業務の負担軽減の観点から

は、学校給食費の強制徴収は、法制度として効果を期待できるものではない。

（実状の検討） 

 学校給食費について強制徴収を行うためには、公会計方式を採用（地方自治法に

基づき学校給食費を地方公共団体の歳入歳出予算に編入）している必要があるが、

これを実施している地方公共団体は、全国で約４割の状況にある。

 保護者が負担する学校教育に関する費用は、学校給食費の他、様々な学用品の購

入に要する費用があり、これらの徴収方法の現況も考慮する必要がある。例えば、

児童手当法に基づき、市町村長は、児童手当の受給資格者の申出により、児童手

当から学校給食費や学用品の購入に要する費用を徴収することができるが、提案

団体のうち公会計方式を採用する団体における当該制度の活用率は低く、さらな

る活用が期待される状況にある。（平成 28 年度：該当３/14 団体。児童手当から

学校給食費を徴収した人数は学校給食の提供を受けた児童生徒数の１％以下、児

童手当から学用品の購入に要する費用を徴収した人数は０人。）

 学校給食費について公会計方式を採用する地方公共団体は、地方自治法に基づき、

督促してもなお未納の者に対し、裁判上の手続きを採る必要があるが、提案団体

における同手続きの実施率は低く、手続きを採ることが困難なほどに大量の債権
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を有してはいない。（平成 28 年度：該当３/14 団体。裁判上の手続きを採った人

数は学校給食の提供を受けた児童生徒数の 0.3％未満。） 

 提案団体において、学校給食費の未納者に対し裁判上の手続きを採っても効果が

なく未収となった金額は小さく、学校給食の提供を受けた児童生徒１人１回あた

りの不足額は１円に満たず、学校給食の実施が危ぶまれるような状況にはない。

（平成 28年度：該当３/14団体。学校給食の提供を受けた児童生徒１人１回あた

りの不足額は 0.7円未満。）

 なお、提案団体ではない地方公共団体で、学校給食費について公会計方式を採用

しているが未納者に対し裁判上の手続きを行っていない数団体に対し、その理由

を尋ねたところ、繰返し督促を行っても未納の家庭は、特別な事情があることか

ら、裁判上の手続きを行うことは考えていない、とのことであった。

 以上から、現状においては、地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能と

することについて、必要性や相当性が十分に認められる状況にはなく、法改正の

必要性を適切に説明しうる状況には至っていないと考える。

２．今後の予定 

（１）学校給食費の公会計化等に関するガイドラインの策定・配布

学校給食費について公会計方式を採用する地方公共団体が増加するよう、徴収・管

理業務を含み、具体的な手順や体制の採り方、留意点、工夫の具体例、効果等を解説

するガイドラインを策定し、地方公共団体に配布・周知を行う(平成 31年４月以降予

定)。同ガイドラインには、地方公共団体における学校給食費の徴収に関する事務負

担を軽減する観点から、次の点も記載する。 

 児童手当の受給資格者の申出により、児童手当から学校給食費を徴収する方法

があること。申出者を増加するための工夫を行っている例があること。

 平成 29年地方分権改革に関する提案募集における提案を受けて通知した下記２

点は、事務負担の軽減の観点から有用であること。

① 学校給食費の徴収等の事務を私人に委託することが可能であること。

② 学校給食費に係る就学援助費の取扱いについては、金銭給付ではなく現物給

付として提供することが可能であること。

（２）地方公共団体における学校給食費の徴収状況の動向把握と検討の継続

地方公共団体における学校給食費の徴収状況について、今後も動向を把握し検討

を行うため、学校や地方公共団体の負担を勘案し、数年に一度調査を行う。 

また、幼児教育無償化の議論の中で、幼稚園や保育所等の給食費は、地方公共団体

ではなく各施設において徴収することとされたことから、この新たな動向を十分考

慮しつつ、地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能とすることの是非につ

いて検討していく。 
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平
成

30
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
の
内
容

（
参
考
）
運
用
指
針
で
定
め
られ
た
協
議
に
当
た
って
の
留
意
事
項
（

H
28

.4
 都
市
計
画
運
用
指
針
を
改
正
）

協
議
の
透
明
化
、円

滑
化
を
図
る
べ
く、
協
議
ル
ー
ル
作
成
に
お
け
る
留
意
事
項
を
明
確
化

町
村
の
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
に
係
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
同
意
を
要
す
る
協
議
に
つ
い
て
は
、

運
用
指
針
で
定
め
られ
た
協
議
に
当
た
って
の
留
意
事
項
を
、都

道
府
県
が
市
町
村
と調

整
の
上
定
め
る

協
議
ル
ー
ル
に
位
置
付
け
る
取
組
を
更
に
進
め
、そ
の
定
着
状
況
を
確
認
の
上
、2

01
9年

度
を
目
途
に

必
要
な
措
置
を
講
じ、
同
意
を
廃
止
す
る
。

平
成

30
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
（
平
成

30
年

12
月

25
日
閣
議
決
定
）

③
協
議
不
調
の
場
合
、協

議
内
容
に
対
す
る
考
え
方
を
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
に
提
出
す
る
こと

①
都
市
計
画
決
定
等
の
手
続
に
先
立
ち
、十

分
な
時
間
的
余
裕
を
も
って
事
前
協
議
を
実
施
す
る
こと

②
協
議
に
お
け
る
標
準
処
理
期
間
を
設
定
す
る
こと

1

町
村
の
都
市
計
画
の
決
定
に
関
す
る

都
道
府
県
の
同
意
の
廃
止
関
係
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閣
議
決
定
後
に
お
け
る
留
意
事
項
の
定
着
に
向
け
た
取
組
の
内
容

町
村
の
都
市
計
画
の
決
定
に
関
す
る

都
道
府
県
の
同
意
の
廃
止
関
係

H
31

.1
.7

国
交
省
よ
り課

長
通
知
を
都
道
府
県
宛
に
発
出

町
村
の
都
市
計
画
決
定
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
同
意
に
つ
い
て
、平

成
30
年
の
閣
議
決
定
の
内
容
を

周
知
した
上
で
、留

意
事
項
を
明
文
の
協
議
ル
ー
ル
に
位
置
付
け
る
こと
の
重
要
性
を
示
しつ
つ
、適

切
に
協
議

ル
ー
ル
を
策
定
・更
新
す
る
よ
う改

め
て
要
請
。

2

※
内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室
と調

整
の
上
、発

出

H
31

.2
.5

地
方
六
団
体
分
権
事
務
局
よ
り閣

議
決
定
の
内
容
等
に
関
す
る
通
知
を

都
道
府
県
宛
に
発
出

H
31

.2
.2

8
国
交
省
に
お
い
て
定
着
に
向
け
た
取
組
が
特
に
遅
れ
て
い
る
都
道
府
県

に
対
し
て
、直

接
訪
問
に
よ
る
策
定
・更
新
の
働
き
か
け

～
3.

13 ２
月
上
旬
に
行
った
電
話
に
よ
る
確
認
の
際
に
、「
留
意
事
項
の
記
載
を
検
討
して
い
な
い
」又
は
「留
意
事

項
の
記
載
に
つ
い
て
未
定
」等
と回

答
した
３
団
体
に
、直

接
訪
問
して
策
定
・更
新
の
働
き
か
け
を
実
施
。

H
31

.4
.8

国
交
省
よ
り全

国
都
市
計
画
主
管
課
長
会
議
に
お
い
て
本
案
件
を
説
明
（
予
定
）

H
31

.2
.1

国
交
省
よ
り留

意
事
項
を
位
置
付
け
て
い
な
い
都
道
府
県
に
対
し
て
、

電
話
に
よ
る
策
定
・更
新
の
働
き
か
け
及
び
定
着
状
況
の
確
認

～
2.

5
※
現
在
の
定
着
状
況
に
つ
い
て
は
次
頁
に
記
載
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各
都
道
府
県
の
留
意
事
項
の
定
着
状
況
に
つ
い
て

H
31

.2
.1
～

2.
5
留
意
事
項
を
位
置
付
け
て
い
な
い
都
道
府
県
に
対
し
て
、策

定
・更
新
の
状
況
を
確
認

○
協
議
ル
ー
ル
を
策
定
して
い
な
い
２
団
体
は
、半

年
以
内
に
全
て
の
留
意
事
項
を
位
置
づ
け
る
方
向
で
、案

を
作
成
中
。

○
前
回
の
調
査
（

H
30

.1
0）

以
降
、新

た
に

10
団
体
が
協
議
ル
ー
ル
を
更
新
。計

21
団
体
が
全
て
の
留
意
事
項
を
位
置

付
け
て
い
る
状
況
。

○
定
め
て
い
な
い
留
意
事
項
が
１
つ
以
上
あ
る

24
団
体
に
つ
い
て
も
、1

9団
体
は

20
19
年
度
ま
で
に
留
意
事
項
を
位
置
付
け

る
方
向
で
検
討
中
。

引
き
続
き
、内

閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室
及
び
地
方
六
団
体
分
権
事
務
局
と連

携
して
、

直
接
訪
問
を
含
め
留
意
事
項
を
協
議
ル
ー
ル
に
位
置
付
け
る
取
組
を
更
に
進
め
て
い
く予
定

3

町
村
の
都
市
計
画
の
決
定
に
関
す
る

都
道
府
県
の
同
意
の
廃
止
関
係

H
30

.7
H

31
.2

備
考

協
議
ル
ー
ル
策
定

45
45

３
項
目
全
て
記
載

11
21

記
載
して
い
な
い
項
目
あ
り

34
24

協
議
ル
ー
ル
未
策
定

2
2
半
年
以
内
に
３
項
目
を
全
て
盛
り込

ん
で

協
議
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
方
向
で
検
討
中

３
項
目
を
全
て
記
載
す

る
方
向
で
検
討
中

半
年
以
内

14

20
19
年
度
中

5
時
期
未
定

（
※
）

3
うち
２
団
体
は
案
を
作
成
・検
討
中

検
討
中

（
※
）

2

※
案
の
作
成
等
が
行
わ

れ
て
い
な
い
３
団
体

に
、
直
接
訪
問
し
て

働
き
か
け
を
実
施
済
。
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新
制

度
の
実
施

状
況

今
後
の
予
定

○
過
疎
地
域
に
お
け
る
タク
シ
ー
車
両
を
用
い
た
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
い
て
、平

成
29
年
９
月
１
日
か
ら運

用
を
開
始
し、

９
件
の
許
認
可
を
実
施
。

○
この
うち
、平

成
30
年

10
月
末
以
降
、順

次
、運

行
が
開
始
され
て
い
る
とこ
ろ
（
平
成

31
年
３
月

18
日
現
在
、５

社
が
運
行
中
）
。

○
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、輸

送
の
安
全
の
確
保
や
利
用
者
利
益
の
観
点
等
か
ら問

題
が
な
い
か
、検

証
を
実
施
。

○
上
記
の
検
証
結
果
に
応
じ、
関
係
者
の
意
見
も
聞
き
つ
つ
、対

象
とな
る
過
疎
地
域
の
範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
10
）
道
路
運
送
法
（
昭

26
 法

18
3）

及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
元
法

83
）

（
ⅰ
）

（
略
）

（
ⅱ
）
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
取
得
して
タク
シ
ー
車
両
に
よ
り貨

物
運
送
を
行
うこ
とが
で
き
る
区
域
に
つ
い
て
は
、発

地
又
は
着
地
が
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平

12
法

15
）
２
条
１
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
又
は
同
法

33
条
の
規
定

に
よ
り過

疎
地
域
とみ
な
され
た
区
域
で
あ
って
、人

口
が
３
万
人
に
満
た
な
い
も
の
とし
て
い
る
が
、輸

送
の
安
全
の
確
保
や
利
用
者
利

益
の
保
護
が
損
な
わ
れ
る
こと
が
な
い
か
とい
う観

点
か
ら、
当
該
区
域
に
お
け
る
実
施
状
況
を
検
証
す
る
とと
も
に
、地

方
公
共
団
体
、

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
の
関
係
者
の
意
見
も
踏
ま
え
、そ
の
対
象
とな
る
過
疎
地
域
の
範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
検
討
し、
平
成

31
年
中
に
結
論
を
得
る
。そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

H
29

対
応

方
針

「
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
貨

物
の
有

償
運

送
を
可
能

と
す
る
た
め
の
規
制
緩

和
」
（
H
2
9
対
応

方
針
）
に
つ
い
て

7
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35
0k

g未
満
の
荷
物
を
運
ぶ
こと
が
可
能

（
道
路
運
送
法
第

82
条
）

35
0k

g以
上
の
荷
物
を
運
ぶ
こと
を
可
能
とす
る

(貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
取
得

)
※
35
0k
g未
満
の
荷
物
を
運
ぶ
場
合
は
、今

ま
で
通
り許

可
不
要

人
を
運
ぶ
こと
を
可
能
とす
る

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
取
得
）

※
過
疎
地
域
に
限
る

自
動
車
運
送
事
業
者
が
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
に
特
化
して
き
た
従
来
の
あ
り方

を
転
換
し、
サ
ー
ビ
ス
の
「か
け
も
ち
」

を
可
能
とし
た
とこ
ろ
（
平
成

29
年
９
月
か
ら運

用
を
開
始
）
。

改
正
前

改
正
後

旅
客
運
送
に
特
化

貨
物
運
送
に
特
化

荷
物
を
運
ぶ
こと
を
可
能
とす
る

(貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
取
得

)
※
過
疎
地
域
に
限
る

荷
物
を
運
ぶ
こと
を
可
能
とす
る

(貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
取
得

)
※
過
疎
地
域
に
限
る

【乗
合
バ
ス
】

【貸
切
バ
ス
・タ
ク
シ
ー
】

【ト
ラ
ック
】

【乗
合
バ
ス
】

【タ
ク
シ
ー
】

【貸
切
バ
ス
】

【ト
ラ
ック
】

「
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
貨

物
の
有

償
運

送
を
可
能

と
す
る
た
め
の
規
制
緩

和
」
（
H
2
9
対
応

方
針
）
に
つ
い
て

（
参
考
資
料
）

平
成

29
年
９
月
か
ら運

用
を
開
始
した
貨
客
混
載
制
度

※
発
地
又
は
着
地
が
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置

法
（
平

12
法

15
）
２
条
１
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

又
は
同
法

33
条
の
規
定
に
よ
り過

疎
地
域
とみ
な
され
た

区
域
で
あ
って
、人

口
が
３
万
人
に
満
た
な
い
も
の

8


	学校給食費に係る児童手当からの特別徴収（文部科学省）
	町村の都市計画に係る都道府県同意の廃止（国土交通省）
	提案募集検討専門部会�説明資料
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

	乗用タクシーによる貨物の有償運送を可能とするための規制緩和（国土交通省）
	スライド番号 1
	スライド番号 2




